
就労準備支援事業

その他就労支援

一時生活支援事業

その他緊急支援

家計改善支援事業

その他家計支援

子供の学習・生活支援事業

その他子供への支援

・子供の学習支援・生活支援事業は次のとおり実施しています。

生活困窮等により、学習・生活環境に課題のある小中学生及び高校

生世代に対し、学習面及び生活面の支援を総合的に行います。

生活困窮者に対する各種支援の実施状況

自治体名 文京区

相談窓口 自立相談支援窓口

連絡先 03-5803-1917

・就労準備支援事業は、次のとおり実施しています。

１　生活支援訓練

　社会参加に必要な生活習慣の形成や回復のため、自らの健康・生

活管理を行う意識の醸成を行います。

２　社会自立支援訓練

　コミュニケーション能力などの社会参加能力の形成、改善を行い

ます。

３　就労自立支援訓練

　一般就労に向けた自覚を喚起させ求職活動に向けた準備を行いま

・一時生活支援事業は、次のとおり実施しています。

　住居を持たない方に対し、緊急的に利用できるように施設のベッ

トを１床確保しています。

・家計相談支援事業は、次のとおり実施しています。

1　課題把握

　家計収支表や長期的なキャッシュフローを作成し、支出の適正化

に係る支援を行います。

２　家計再生

　貸付のあっせんや法テラスと連携して債務整理を行います。


